
　　　　

2025 年 3 月 29 日

9 時 0 分から 18 時 0 分まで あり なし

健康・生活

運動・感覚

認知・行動

言語
コミュニケーション

人間関係
社会性

主な行事等

・親子BBQ・クリスマス会・季節の行事

家族支援

・送迎時を使い、情報共有をはかりながら家族からの相談や悩みに対しての助言
をしたり、家族が疲れている場合には休息を取ってもらえるようにしています 移行支援

・学校などへの情報共有
・自立に向け、将来に対しての考え方を一緒に考え、それに向けて支援を
行います

地域支援・地域連携

・教育機関と連携を図ります

職員の質の向上

・法人研修や社内研修に参加し、日々の支援の質の向上を目指します

支　援　内　容

本人支援

・健康状態の把握
・基本的生活習慣の安定を促す（ＡＤＬスキルの向上の支援）

・遊びや活動を通して様々な感覚に刺激を与え、感覚を養う
・バランスボールなどを用いてストレッチなどの実施
・保有する感覚を十分に活用できる支援

・一人一人の特性に合わせた課題を提供していきます
・こだわりへの対応

・集団の中での語彙力の向上を図る
・自分の気持ちを発信できるような経験が出来るような支援
・他児との関りの中でコミュニケーション能力を養う

・スタッフやお友達と一緒に行う遊びや活動を通じて他者との関りの経験を積む
・工作活動を通して「やり遂げた」という達成感を感じる
・意思疎通が難しい児童に対し絵カードなどを提示して対応
・お出かけすることで社会と関わる機会を増やしていく

法人（事業所）理念
心身に障害のある利用児童に対し、成長を助長し、集団の中に入っていく力を身につけると共に、将来を見通し自立の促進を図ることが出来るよう、事業者が利用者に対して必要な児童福祉
法に基づく児童発達支援を提供していきます。そして養護学校、普通学校の特殊（普通）学級の放課後、学齢期にある心身障害児に対し、文化活動や遊びを通じての集団活動や社会適応訓
練、基礎的な育成指導を行っていく。

支援方針 ひだまり新川は事業を通じて児童が集団の中で活動することで社会性を育成し、社会に参加していく力を身につけることを中心に活動し訓練を行います

営業時間 送迎実施の有無

（別添資料１）

事業所名 ひだまり新川 支援プログラム（放課後等デイサービス） 作成日


